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公害苦情相談アドバイザー懇談
 

会 

公害等調整委員会事務局 

 令和４年度は、これまで新型コロナウイルス感染症のため中止していた、国と地方自治体・地
方自治体間の公害紛争処理に関する情報共有、連携強化を図るため全国６か所で開催しているブ
ロック会議を、３年ぶりに開催しました。 
 今回は、令和４年度のブロック会議に参加した公害苦情相談アドバイザーの皆様にオンライン
でお集まりいただき、新型コロナウイルス感染症、リモートワークの普及など、社会的な環境が
様々に変化する中で、都道府県、市区町村において公害紛争処理を担当する職員に向けた支援や
連携を今後どのように図っていくのか、ブロック会議へのご参加の経験も踏まえてご意見を伺い
ました。 

（令和５年２月３日開催） 
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神奈川県環境科学センター 

１．公害等調整委員会によるブ
ロック会議を通じた取組 
【公害等調整委員会事務局（以下
「事務局」という。）】 公害苦情
相談アドバイザー（以下「アドバ
イザー」という。）の皆様、本日は
お集まりいただきありがとうござ
います。まずは、都道府県、市区町
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村において公害紛争処理を担当する職員（以下
「担当職員」という。）への支援・連携の中心的
な取組であるブロック会議についてお話を伺い
たいと思います。今年度のブロック会議は、新型
コロナウイルス感染症対策のため、対面開催が
３・オンライン開催が３と、ブロックごとに異な
る開催方法となりました（参考１）。参加者から
の評価をみると、全体としての評価は高いものの、
対面開催とオンライン開催とでは、内容的に差が
あるようです（参考２）。この結果について、ア
ドバイザーの皆様はどうお考えでしょうか。 
【三ツ橋】 今年度参加したブロック会議はオン
ライン開催でしたので、難しいものがありました。
オンライン開催より対面開催のほうが効果的と
も思いながら、いろいろ工夫させていただきまし
た。 

【上野】 対面開催のブロック会議に参加しまし
たが、実際に顔を会わせての会議は、非常に有効
であると感じました。やはり対面開催の意味は大
きいと思います。公害苦情相談は、人と人とのつ
ながりから解決するというところもあるので、そ
うしたことを踏まえると、やはり参加者同士で心
を通わせていくということが重要かと思います。 
【利光】 対面開催とオンライン開催の両方に参
加しましたが、結果としては双方には顕著な差が
あったと考えています。ブロック会議は、各自治
体の多様な公害紛争、公害苦情の処理の円滑化を
目的として、参加者にも好意的に受けとめられて

いますので、行政実務に直結した会議として効果
的であると考えています。特に対面開催の会議で
行われた参加者相互の意見交換は、その意義が高
く評価されています。今後も対面開催の会議とし
て、可能な範囲で軸を意見交換にシフトする、全
体の日程を１日半とする、などの改善が望ましい
と考えます。 
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【向笠】 参加者の中には、「時間が短いと感じ
られた」という意見が見受けられました。日程を
広げることが無理なのであれば、例えば、事例や
意見を早い時期に通知して、講演もできる限り事
前にオンライン開催して質問も受け付けておく
ことで、対面開催時のグループワークや質疑応答
などの時間として有効に使えるのではないかと
思います。様々な場所から集まる参加者の利便性
にもつながると思います。また、ブロック会議に
参加できない担当職員に対しても、オンライン配
信などを活用して講義を配信すれば、より効果的
ではないかと思いました。 
【松島】 対面開催、オンライン開催の両方に参
加しました。皆さんおっしゃるとおり、対面開催
は、参加者の気持ちの交流を感じながら進めるこ
とができただけでなく、盛り上がり的な面につい
てもよかった、という感想を持ちました。今後の
在り方としては、オンラインと対面の使い分けを
しっかりして、伝えるだけのような会議だったら
オンライン開催でもよいと思います。ただ、ブロ
ック会議のような、お互いの意見交換や、様々な
やり取り・相談などがある会議は、やはり対面で



 
 

公害紛争処理関係ブロック会議 公害苦情相談員等ブロック会議 
参加者  都道府県  原則として人口 10 万人以上の市・特別

区 
 開催県内市町村  
 都道府県、開催県内環境事務所等 

開催形式 ２つのブロック会議をそれぞれ開催するとともに、一部を合同で開催。 
プログラム

の例 
合同会議 
 公調委からの概況説明 
 公調委等における紛争処理事例紹介 
 公害苦情相談アドバイザー等による講演 

公害紛争処理関係ブロック会議 
 紛争処理事例について、実際に担当し
た職員等から、事件の概要、処理経
過、当事者双方の主張・論点等につい
て説明後に、意見交換 

 各都道府県や公調委からの公害紛争処
理、公害苦情処理に関する質問等にか
かる意見交換 

公害苦情相談員等ブロック会議 
 解決した事例や苦慮している事例につ
いて、実際に処理に当たった職員から
概要を説明後に、意見交換（事例研
究） 

 参加者がグループに分かれて、公害苦
情の実際の事例について、原因の分
析、問題点、どのような対策や指導を
すべきかなどについて討論を行い、そ
の討論結果を発表（グループ討議） 

令和 4 年度
開催実績 

 10 月 20 日（木）21 日（金）九州・沖縄ブロック（大分県・大分市） 
 10 月 27 日（木）     東海・北陸ブロック（三重県・津市：オンライン） 
 11 月 ２日（水）     近畿ブロック（滋賀県・大津市：オンライン） 
 11 月 10 日（木）     中国・四国ブロック（島根県・松江市：オンライン） 
 11 月 18 日（金）     北海道・東北ブロック（青森県・青森市） 
 11 月 24 日（木）25 日（金）関東・甲信越・静岡ブロック（埼玉県・さいたま市） 

参考１ ブロック会議について 
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開催されたほうが、より効果が上がるのではと思
います。 
【事務局】 ブロック会議では、アドバイザーの
皆様に公害苦情相談の様々なご経験を踏まえ、事
例を交えたご講演を担当していただきました。講
演されていて、担当職員が置かれている最近の状
況を、どのように感じましたでしょうか。 
【藤本】 参加者の属性や講演内容によって、効
果は大きく変わると思いました。例えば対象者で
すが、都道府県、政令市・中核市、市区町村では、
所管する法令が違うため、講義内容、紹介事例な
どの選択に気を使いました。参加者の専門・経験
も重要だと思います。技術系職員か事務系職員か、

またベテランか新規配属職員などによって、環境
関連法規の知識や苦情処理経験数が違ってくる
と思います。そのほか、参加者が期待するものが、
公害苦情相談に対する心構えか、対人交渉の技術
か、公害防止に関する技術的なものかによっても
違うと思われます。 
【横島】 講演内容については、具体的なテーマ
を設定してもよいかもしれないと思いました。今
回は事例について講演しましたが、測定・評価に
関する講演でもよかったと思います。その後のグ
ループワークのやり取りを聞いておりますと、結
構、測定の方法がアバウトな印象を持ちました。
初任者の方でも専門の方でも、いま一度、測定は
こう行っていきましょう、という話をしないとい
けなかったかなと思いました。その意味では、例
えば、来年度は測定をテーマとして設定してもよ
いのかもしれません。昔は環境省の環境調査研修
所で研修を行っていたのですが、新型コロナウイ
ルス感染症の関係もあって、オンラインでは講義
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は行っていますが、測定実習はできていない状況
です。そういうしわ寄せもあるのかなと思ってい
ます。 
【三ツ橋】 講演を行うに当たっては、担当職員
がどういうことに困っているのか、どうしたらい
いのか、ということにアドバイスしたいと思って
います。ですので、担当職員同士の横のつながり
などによって、公害苦情相談で困らないようにし
ていきたいと思って講演しているので、テーマを
決められると難しいのかなと思いました。 
【利光】 ブロック会議の参加者は、どちらかと
いうと公害苦情相談の経験、公害紛争処理の経験
があまりない方が大半なので、そういった方々に
対して、どのようなところで困っていて、何を求
めておられるのかというところを、できるだけそ
こに寄り添った形で、考え方や処理の仕方などを
お互いが意見交換して共有するというのが、ブロ
ック会議の意義だと思っています。 
【松島】 技術的な面の向上に向けた、測定の方
法、ノウハウ、ポイントなどの専門的な講演につ
いては、オンラインセミナーなどの機会を活用す
るなど、上手に区別していけば参加者のニーズに
も合って、吸収の度合いもかなり進むのではない
のかなと思います。 
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【事務局】 ありがとうございました。ブロック
会議では、参加の市区町村から、解決事例や解決
困難事例を共有していただき、グループに分かれ
て検討、意見交換を行うグループワークを行って
います。グループワークについて、本日ご欠席の

菊地アドバイザーからは、「年々議論などが活発
になっていると感じている。発表者の決定などが
早く、すぐに議論に入っているという評価の一方
で、時間に比べて議題となる事例数が多いのでは」
といったご意見をいただいています。また、今回
はオンライン開催となったブロックでは、グルー
プワークが難しいことから、従前と異なった方法
で事例共有などを行いましたが、グループワーク
の在り方についても、ご意見をいただければと思
います。 
【利光】 ブロック会議ではいくつかのプログラ
ムがありますが、グループワークは参加者の満足
度・重要度が高いというアンケート結果が多かっ
たように思います。その一方で、非常に盛り上が
ったところで時間がなくなる、ある種の消化不良
みたいなことも聞いております。どのくらいの時
間をかけるかという議論はあろうかと思います
が、１日又は１日半といった日程が取れれば、か
なり充実した意見交換ができるだけでなく、グル
ープを変えて、新たな方々との意見交換もできる
のではないかと思っております。 
【藤本】 今回はオンライン開催の２会場に参加
しましたが、グループワークではなく、事例を提
供した参加者とそれに対するコメントを担当す
る参加者のみが意見を陳述する方法でした。他の
参加者とのやり取りが少ないこともあり、事例が
抱える本質的な課題まで踏み込むことができず、
やや表面的な事例報告となっていた側面もあっ
たように思います。どこの地方自治体にもありそ
うな普遍的な解決困難事例を事前に提示し、解決
策などについて各自治体で事前に検討し持ち寄
るという方法も効果的と思いました。当日グルー
プワークを行う場合も、結論を得ることに主眼を
置かなくても、参加者の本音の対応などについて
意見交換することが効果的と思います。 



 

【松島】 私は日本騒音制御工学会の事務局長を
務めていまして、この事務局には地方自治体から
ある程度の頻度で相談が来ます。測定の仕方とか、
こんな苦情にどのような対応をしたらいいだろ
うか、という相談です。そういう状況を考えると、
今の市区町村の担当職員は、どこかにそういった
知見、アドバイスを必要としているのかなと感じ
ています。そのときに一番感じますのは、担当さ
れる方のスキル、経験が以前と比べますとあまり
高くないということです。このブロック会議で、
少しでも知見を底上げができるような内容を組
む、それから他の市区町村と交流を試みるという
ことが必要じゃないかなと考えております。 
【横島】 市区町村の担当職員の最近の傾向とし
て、どうやったら解決できるのか、ある一つの答
えだけを欲しがっているような気がします。私の
所属する神奈川県環境科学センターでは、神奈川
県内の市町の方を対象に初心者の方向けの測定
に向けた技術的な講習会などいろいろ行ってい

ます。そこでもやはり答えを欲しがる、こうすれ
ばこういう結果が出るとう傾向がみられます。た
だ、苦情対応は、結局相手が人なのでワンパター
ンでは解決できないという難しさがあります。 
【上野】 ブロック会議に参加する方は初任者の
方が結構多いという中で、それぞれの事例につい
て議論する今までの方法でよいのかと思ってい
ます。10人いたら 10通りの対応方法があったり
するので、意外性というか、驚くところも多かっ
たりします。私自身もこの会議でグループワーク
に参加していると、自分自身も勉強になることが
結構あります。 
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参考２ ブロック会議の満足度について 
（ブロック会議アンケート結果より） 
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２．都道府県による研修会などを通じた取組 
【事務局】 ありがとうございました。ここから
は都道府県の取組について、ご意見を伺ってまい
りたいと思います。まず、菊地アドバイザーのご
意見を紹介します。「都道府県が主催する研修会
には何回か参加していますが、騒音の評価、悪臭
の測定など、市区町村への権限移譲の際のサポー
トが明確ではないと感じています」とのことでし
た。都道府県では、各市区町村の担当職員を対象
として独自に研修会などを開催しています。最新
の状況は把握できていないですが、新型コロナウ
イルス感染症の発生前の令和元年度で約半数の
都道府県が実施していました。こうした研修会の
ほか、市区町村に対する指導やアドバイスなどを
実施していると思いますが、最近の状況や課題な
どについて、どのようにお感じになっていますで
しょうか。 
【三ツ橋】 都道府県が主催する研修会にアドバ
イザーとして参加させていただくと、都道府県の
方の考え方とか、市区町村への対応の仕方とか、
いろいろ大変な思いをされていることもすごく
分かります。また、都道府県ならではの考え方を
市区町村へ知らせていくことはとても大事だと
思います。 
【利光】 市区町村を対象とした研修会を定例的
に実施している都道府県の数は、半数に満たない
と承知しています。アドバイザーとして、過去に
参加した都道府県主催の研修会のアンケート結
果からみても、公害紛争処理法の円滑な施行に資
する成果が認められています。またブロック会議
では、規模によって参加できない地方自治体があ
ることなどから、都道府県主催の研修会はそれを
補完するものとして、またブロック会議と車の両
輪様の位置づけで、公害等調整委員会（以下「公
調委」という。）には積極的に開催の働きかけを

お願いしたいと考えています。 
【上野】 先ほどブロック会議に参加できる市区
町村が決まっているという発言がありましたが、
それを補う意味でも、都道府県が主催する研修会
は意味があるのかなと思っています。都道府県に
よってやり方はまちまちで、ブロック会議の都道
府県版みたいなものもあれば、単なる講習会、座
学だけの講習会で終わるところもあります。都道
府県の考え方もあるかと思いますが、公調委のブ
ロック会議みたいに大きくなく、小回りが利くよ
うな都道府県主催の研修会が必要じゃないかな
と考えています。私自身はアドバイザーとして、
少しでも市区町村の担当職員の役に立てればと
いう思いで行っていますので、研修会にアドバイ
ザーの派遣をご依頼いただくのも一つの方法か
なと思います。 
【藤本】 都道府県主催の研修会に参加すると、
市区町村の参加者から法令についての基本的な
ことを聞かれたりします。市区町村の場合は、少
人数で多方面の公害苦情相談を担当されている
こともあり、環境基準と規制基準の違いに関する
混乱も時々見受けられます。基本的な法令、例え
ば苦情事例が多い騒音、振動、悪臭についての講
義も有効ではないかと思われます。併せて民法な
ど他法令との関係も参考となると思われます。ま
た、他の機関との連携についての情報提供、研修
を行うことも効果的と思われます。水質汚濁、大
気汚染、産業廃棄物に関する苦情などは、見過ご
すと大事件に発展することも多いので、単なる通
報だけなく連携する方法を共有することが重要
と考えます。また騒音振動については、測定器を
所有していない地方自治体が多いようですので
貸出制度があるとありがたいと思われます。 
【利光】 公害紛争処理制度そのものについての
認識は、市区町村のレベルでは浸透していないの

ちょうせい　第113号（令和５年５月）　7



 

ではないかなと感じています。かねてから制度そ
のものの広報は公調委で行っていますが、現場で
現実にお困りになっている市区町村の担当職員
からしますと、都道府県に気軽に相談ができる状
況になっていない。全国的に多分共通だと思いま
すが、そういう傾向があるのではないかなと思い
ます。 
【松島】 公害苦情相談対応が、実質的に市区町
村に委ねられているのが現状ですが、市町区村に
おいても、定期的な配置転換によるベテランの欠
如や測定機材の配備不足などで苦慮しているよ
うです。そのような状態を少しでも改善するため
に、市区町村からの相談やバックアップするため
の窓口を都道府県に設けていただくとよいと思
います。 
【向笠】 都道府県によって事情は違うと思いま
すが、技術研修などで騒音計や振動計の扱い方、
技術的なことは教えられたとしても、実際に測っ
た後で、規制基準に対してどういう当てはめをす
るかというのは、その騒音・振動の評価方法の問
題だと思います。そういった評価方法などは、私
は千葉県の環境研修センターによく相談してい
た覚えがあるのですが、千葉県の研究所も組織が
縮小し、職員も異動してしまい、安定していない
状況になりつつあります。市区町村としては、都
道府県に安定的に相談できるところがあると助
かると思います。 
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【上野】 東京では 23 区の研修制度が確立して
います。困った事例は、区同士で連絡を取り合い

ながら、そういった技術的な助言をし合ったりし
ております。私の板橋区でも、騒音・振動講習会
を行って、職員間のレベルアップを図るなど、ま
めにしております。また、東京都主催の技術研修
は比較的多く行っていただいていますので、そう
いった面では充実しているかなというような状
況です。 
【利光】 大分県では、県主催の研修の開催によ
って、県と市町村との間のハードルは随分下がっ
ていると思います。市町村の担当職員が県に照会
するケース以外にも、一定の公害関係法令の権限
を所管している政令市、中核市に直接、他の市町
村の担当職員からご相談いただくこともありま
す。ですから、そういった地方自治体間の横の連
携はいろいろな形で取れるのではないかと思い
ます。それに対して、公調委、私どもアドバイザ
ーがどう関わっていけるかというのが、一つの課
題ではないかなと思っております。 

３．公害等調整委員会と地方自治体の連携に
ついて 
【事務局】 ありがとうございました。今年度の
ブロック会議では、都道府県の公害審査会等（以
下「公害審査会」という。）に係属した事件のう
ち、重大事件、専門性の高い事件については公調
委が引き受けているものもあること、そうした制
度があることを紹介させていただきました。公調
委では、こうした公害審査会など、公害紛争処理
制度の機能連携について今後取り組んでいく課
題としておりますが、連携の現状についてはどの
ようにお感じでしょうか。 
【上野】 今回のブロック会議での説明は、実際
に連携した事例があり、担当職員にも理解しやす
かったのではないでしょうか。今後も時間が許す
限り、担当職員寄りに立って問題解決事例の紹介
をしていただけることを願っております。都道府
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県にもよると思いますが、市区町村への連携は比
較的とれている反面、公害審査会との連携はまだ
まだハードルが高いように感じます。具体的にど
のタイミングで、どのような苦情内容なら受けて
くれるのか、など分からず困っている状況が見受
けられます。 
【利光】 ご説明については、公害紛争処理制度
の全体像を理解するうえで意義があると考えま
す。苦情事例が多様化し、市区町村での処理の負
担が増加している中で、公害審査会の活用状況に
大きな変化がないことは、地方自治体ごとにみる
と公害審査会の活用のしやすさに差異や課題が
あると考えます（参考３）。制度を効果的に活用
することが、市区町村への大きな支援になること
から、公調委からの働きかけを行っていただき、
都道府県研修会を通じた市区町村への寄り添い
などで、公害審査会担当部局には、市区町村が制
度を活用する際のハードルを下げる、あるいは平
易に相談に応じてもらえるなどの連携強化が必
要と考えます。 
【向笠】 市区町村が扱う案件というのは、規制
対象外の近隣騒音などの相隣関係的な苦情処理
が多いので、我々行政が強権的に間に入って、行
政法上の処分、指導などはできない。そうなると、
公害審査会や公調委で、という話をせざるを得な
いです。しかし、公害審査会が常設機関的に機能
しているところもあれば、そうでないところもあ
る。また、公調委は非常にハードルが高くて、弁
護士に頼まないと申請できないとか、申請しても
取り上げられるかどうか分からないと思われて
います。市区町村としては、相談者に対して制度
を紹介していいものか分からないといった話が
市区町村の担当職員から聞こえてきますし、我々
自身もそう思っています。ですので、市区町村の
担当職員としては、「相当と認める理由」が具体

的にはどういうものなのか、相隣関係の案件につ
いてはどういう場合に公調委で取り扱ってもら
えるのか、という基準を明示していただきたいの
ではないかと思われます。 
【藤本】 公調委に係属されている調停案件をリ
アルタイムで把握できれば、似たような事例の対
応がかなり変わるのではと思いました。個人的に
は公害紛争処理制度のお世話になることへのハ
ードルが相当高くて、そもそも県に上げることす
ら避けていたように思います。どのような事件が
公調委の案件として上がっているのかを共有し
ていただくことで、公調委や公害審査会の活用に
もつながるし、解決方法の一助となるのではと思
ったところです。 
【横島】 騒音・振動問題に関しては、専門家が
いない都道府県も多く、市区町村に対して十分な
フォローができないことが想定されます。このよ
うな場合に、公調委が仲介して、都道府県を超え
た協力体制を構築することができればと思いま
す。市区町村が、騒音・振動のこと、特に測定や
評価のことを聞くというときに、誰に聞いていい
のかが分からない。このアドバイザー制度だけで
はちょっと難しい部分があるのかなと思います
ので、そういう取組も少し考えていってもいいの
かなと思いました。 
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【松島】 この問題は今の市区町村にとっては重
要な問題な感じがします。誰に聞けばいいの？と
いうところが分からないと。ただ、このテーマに
ついては、どちらかというと環境省がもっと真剣
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に考えなければいけないような課題ではないか
という感じがしています。測定の支援や現場での
アドバイスなどは、アドバイザーが出向くという
よりも、都道府県が市区町村のアドバイスをする、
サポートをするというシステムの構築をするこ
とが大事なのかなと思います。ただ、早急にとい
っても無理な話ですから、環境省と公調委とでご
検討いただければなと考えている次第です。 

４．おわりに 
【事務局】 予定の時間となりましたので、最後
に一言ずつお話をいただければと思います。 
【藤本】 一つあるのは、地方自治体間の連携で
す。公害苦情相談においては横の連携が非常に重
要だと感じておりますので、ブロック会議などの
機会を通じて連携がうまく取れるように行って
いただければと思っています。 
【向笠】 公害苦情相談に関しては規制対象外の
ほうが多いのですが、実際、公害審査会や公調委
で全ての案件は処理し切れない件数になるので
はと思います。このため、ブロック会議のグルー
プワークでは、新しい社会システムとして、電機

メーカーやハウスメーカーなどの出資による近
隣騒音・低周波音に特化した測定機関の設置又は
指定や自賠責保険のような保険システムのよう
なものがあってもよいのでは、と提案させていた
だきました。 
【三ツ橋】 社会情勢が本当に変わってきている
と思いますので、これから講演の仕方とか、ブロ
ック会議の仕方とか、今までとは違うことを工夫
していかないといけないのかなというのをすご
く思いました。今後もどうぞよろしくお願いしま
す。 
【上野】 今回意見を述べさせていただきました
が、いろいろな方面から検討していただいて、今
後のブロック会議をよりよくしていくためにご
尽力をお願いしたいと考えております。 
【横島】 アドバイザーとして１年目ということ
で、ブロック会議で右も左も分からなかったので、
これでよかったのかなと思いながら出席させて
いただきました。今日皆様のいろいろなお話を聞
いて、その辺を考えながら来年度また進めていけ
ればと思いました。来年度もよろしくお願いいた
します。 
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【松島】 アドバイザーの皆さんのいろいろな意
見を聞くことができまして、私自身も大変参考に
なりました。新型コロナウイルス感染症の発生以
後、初めて対面でのブロック会議に参加させてい
ただきまして、やはり対面のすばらしさ、よさと
いうものを痛感した次第です。来年度以降は、ぜ
ひ多くのブロック会議を対面で開催できるよう
望むとともに、これからもよろしくお願いいたし
ます。 
【利光】 本日の懇談会は、アドバイザーとして
どういった仕事ができるのか、関わりについて考
えることができた、そういう原点に立ち返ること
ができたと思っております。よくよく考えてみま

すと、その上での立ち位置、目指すべきところは、
市区町村において公害苦情相談、公害紛争処理に
どう円滑に関わっていけるのかというところだ
と思っています。アドバイザーとして、どういっ
た積極的な活動ができるのだろうかということ
も含めて、引き続き、公調委にはご検討をお願い
したいと思っております。 
【事務局】 本日いただいたご意見につきまして
は、来年度のブロック会議、アドバイザー制度、
地方自治体に対する支援などに活かしてまいり
たいと思います。本日はどうもありがとうござい
ました。
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